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重
度
の
障
害
の
あ
る
方
へ

 
特
別
障
害
者
手
当
な
ど
が
支
給
さ
れ
ま
す

　
重
度
の
障
害
の
あ
る
方
で
、
日
常
生
活
に
お
い
て
常
に
特
別
な
介
護
が

必
要
な
方
は
、
認
定
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
特
別
障
害
者
手
当
な
ど
が
受

給
で
き
ま
す
。

●
特
別
障
害
者
手
当

【
対
象
】
身
体
ま
た
は
知
的
・
精
神

に
重
度
の
障
害
（
※
１
）
が
あ
り
、

日
常
生
活
に
お
い
て
常
時
特
別
な

介
護
が
必
要
な
満
20
歳
以
上
の
在

宅
障
害
者
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
方
。

①
重
度
の
障
害
が
二
つ
以
上
あ
る

（
内
部
障
害
の
重
複
は
一
つ
の
障

害
と
し
て
扱
い
ま
す
）

②
重
度
の
障
害
が
一
つ
あ
り
、
ほ
か

の
障
害
（
身
体
障
害
者
手
帳
３
級
、

療
育
手
帳
の
障
害
の
程
度
が
Ａ
、
精

神
障
害
）
が
二
つ
以
上
あ
る

③
重
度
の
障
害
が
一
つ
あ
り
、
そ
の

障
害
の
た
め
日
常
生
活
（
動
作
）
に

お
い
て
常
に
特
別
な
介
護
が
必
要

●
障
害
児
福
祉
手
当

【
対
象
】
身
体
ま
た
は
知
的
・
精
神

に
重
度
の
障
害
（
※
１
）
が
あ
り
、

日
常
生
活
に
お
い
て
常
時
特
別
な

介
護
が
必
要
な
満
20
歳
未
満
の
在

宅
障
害
児
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
子
ど
も
。

①
重
度
の
障
害
が
一
つ
以
上
あ
る

②
知
的
障
害
（
療
育
手
帳
の
障
害
の

程
度
が
Ａ
）
と
身
体
障
害
（
身
体
障

害
者
手
帳
２
級
）
の
合
併
障
害

●
特
別
児
童
扶
養
手
当

【
対
象
】
身
体
ま
た
は
知
的
・
精
神

に
障
害
が
あ
り
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
満
20
歳
未
満
の
子
ど

も
を
家
庭
で
養
育
し
て
い
る
保
護

者■
１
級
に
該
当
す
る
子
ど
も

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
ま

た
は
３
級
の
一
部
（
※
２
）

②
療
育
手
帳
の
障
害
の
程
度
が
Ａ

■
２
級
に
該
当
す
る
子
ど
も

①
身
体
障
害
者
手
帳
３
級
ま
た
は

４
級
の
一
部
（
※
３
）

②
療
育
手
帳
の
障
害
の
程
度
が
Ｂ

（
※
１
）
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２

　

級
、
知
的
障
害
者
で
Ｉ
Ｑ
（
知

　

能
指
数
）
が
お
お
む
ね
20
以
下
、

　

重
度
の
精
神
障
害

（
※
２
）
下
肢
障
害
に
お
い
て
、
両

　

足
首
か
ら
欠
く
も
の

（
※
３
）
下
肢
障
害
に
お
い
て
、
一

　

下
肢
の
機
能
の
著
し
い
障
害
以
上

手
当
に
は
支
給
制
限
が
あ
り
ま
す

・
本
人
ま
た
は
配
偶
者
、
扶
養
義
務

者
の
所
得
が
一
定
以
上
あ
る
と
き

・
社
会
福
祉
施
設
に
入
所
し
て
い

る
と
き

・
３
カ
月
以
上
入
院
し
て
い
る
と

き
（
特
別
障
害
者
手
当
の
み
）

手
当
の
認
定
に
つ
い
て
は
審
査
が

あ
り
、
該
当
に
な
ら
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す

　

手
当
に
よ
っ
て
必
要
な
書
類
が

異
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
福
祉

課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

福
祉
課

☎
０
８
２
０
（
７
７
）
５
５
０
５

手当 支給額（月額）

特別障害者手当 26,810 円

障害児福祉手当 14,580 円

特別児童扶養手当
1 級   51,450 円
2 級   34,270 円

かしこい
消費者

めざせ！

ご
相
談
は
…

　

柳
井
地
区
広
域
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

☎
０
８
２
０
（
２
２
）
２
１
２
５

　

山
口
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

☎
０
８
３
（
９
２
４
）
０
９
９
９

【
相
談
】

　
「
民
事
訴
訟
管
理
セ
ン
タ
ー
」
か
ら
「
総
合
消
費
料
金
未
納
分
訴
訟

最
終
通
知
書
」
と
い
う
は
が
き
が
届
い
た
。
心
当
た
り
は
な
い
。
今
後
、

ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。

【
処
理
】

　

こ
の
名
称
を
名
乗
る
機
関
か
ら
は
が
き
が
届
い
た
と
い
っ
た
相
談

が
、
全
国
の
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
等
に
多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、

架
空
請
求
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
、
決
し
て
相
手
に
連
絡
を
せ
ず
、
支
払

い
も
し
な
い
よ
う
に
助
言
し
ま
し
た
。

【
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
講
座
】

　

は
が
き
や
メ
ー
ル
な
ど
様
々
な
手
段
で
、
身
に
覚
え
の
な
い
悪
質

な
架
空
請
求
が
横
行
し
て
い
ま
す
。
架
空
請
求
で
は
相
手
に
連
絡
を

し
た
り
、
支
払
い
を
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
請
求
さ
れ
た
内
容
に
つ

い
て
不
明
な
点
や
不
安
を
持
っ
た
場
合
に
は
、
相
手
に
連
絡
せ
ず
、

支
払
う
前
に
、
ま
ず
は
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
相
談
す
る
こ
と
が
重

要
で
す
。

　

ま
た
、「
裁
判
所
か
ら
の
支
払
督
促
」
や
「
少
額
訴
訟
の
呼
出
状
」

等
の
場
合
は
、
書
類
の
真
偽
の
判
断
が
難
し
い
の
で
、
放
置
せ
ず
、

す
ぐ
に
柳
井
地
区
広
域
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
や
山
口
県
消
費
生
活
セ

ン
タ
ー
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

悪
質
な
架
空
請
求
は
が
き
は
無
視
し
て
く
だ
さ
い
！

■
問
い
合
わ
せ　

周
防
大
島
町
商
工
観
光
課

☎
０
８
２
０
（
７
９
）
１
０
０
３


